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ICIにおける労働組合主義

一一生産佳交渉が職場交渉に与えた変化を中心に

服部良子

I は じ め に

イギリスの総合化学会社インベリアノレ・ケミカノレ・インダストリー社 Impe

rial Chemical lndustries Ltd. (以下 ICIと略す〉においては， 1926年の創立

時以来モンド SirAlfred Mondが主導した協調的労使関係が志向されてヘ

196C年代には特徴的な労働政策によって形成された労使関係が，家父長主義的

側面を残しつつもその意図通り定着していた。その賃金構造をみると中央集権

イヒされた経営主導の賃金決定制度一一企業内交渉方式と部分的な職務評価制の

導入 が，職場レベノレ交渉の比重を低下させていることが予恕される。そし

て1960年代後半から実施された生産性協約は，この傾向をさらに促進するため

ω賃金制度と組合に関する制度改革を主な内容とし Cいた。小論の目的は，生

産性協約後の1970年代の ICIにおける労使関係と労働組合の状態をあきらか

にすることである。そのさ L、70年代の ICIの労働政策を規定したと考えられ

る生産性交渉の検討を基礎として，諸政策と職場レベノレの交渉をめくる状況と

の関連を中心に考察をすすめることにする。なぜなら職場における労働組合主

義は 3 賃金お上び労働条件の交主主において最も顕著にあらわれると考えるから

である。労働組合主義正労使関係制度は相主に作用し規定しあう関係にあるが，

ζ こでは後者の前者に対する規定面に限定して考察していく。すなわち経営側

の労働政策が，交渉の諸要素 賃金交渉の主体，交渉の場，交渉項目，交渉

1) 1C1のプロファイル，曽働政策および196C年代中期の賃金構造については， '1晴， イギリス化
学工業における賃金ドリフト， r経習論叢」第133巻 6号参照。



68 (460) 第135巻第5・6号

力を支える生産に対する翠制力一ーに与えた変化を検討することによって，職

場における労働組合主義のあり方を示すのが中心的課題となる。

ICIの労働組合主義について以上のように考察することは現代イギリスの巨

大企業における労働組合の実態の一つを明らかにすることであると同時に，イ

ギリス労使関係での典型的な労働組合像からはずれたもの"が存在しているこ

とを具体的に確認する作業でもあ品。

II ICIにおける生産性交渉

1965年 5月， ICI の第 1期生産性交渉" ，人的資源の有効利用と賃金支払体

系 ManpowerUtilization & Payment Structure (以下 MUPS と略す)Jが，

労使双方で構成された合同委員会ωJoint Committiee で始まった。交渉開始

以前から ICI主要組合"側に協約準備の事実を示してレたことが事態を円滑に

わ 従来のイギリス労使凶保研究においては，職場レベルの交能力と生産規制力が経営側の政策を

結局は空洞化していく過程を追い，イギリス労働組合主義の強靭さを論証する文脈をもっていた。

そι典型は，熊沢誠「国家の中の固家」に示される所得政策および生産性協約交進歩展開の分析に

みられるであろう。同様の指制は， 石田光男， イギリス鉄鋼保全部門の昔使関係， (，同志社大
学評論社会科執」第四号， 38へージ〕にもみられるカ~石田氏の指綱カ主化芋工芸品と同種り

プロセス装置産業である鉄鋼業労使関係分析にもとづくものであることに注目したい。
の ICIの生産生吏捗に関する以下の忽述は主として次の士献によった。 National Board for Pri 

C国 andIncomes， Retort No. 36 Productivity Agreements， 1967 (以下 NBPIR. No. 36 と

暗す);National Board for Prices and Incomes. Report No. 105 Pay of. General Workers 

and Craftsmen伽 lmperialChemical lndu.~tri四 Ltd. ， 1969 (以下 NBPI R. No. 105 Jい略

す); C. Gil1， ]. Morris， lndustrial Relαtio町 inthe Chemical Industry， 1978. これらの他

に ICIの生産生協約を扱った文献は， S. Cotogrove et 0.1.， T，加 Nylon尋 問 問 問 1971;W. W. 

Oaniel. Beyond the Wage Work Bargaining， 1970 などがある。イギりス生産性協約全般と
それをめくる状況については，熊沢誠「国家山中り国家J1976に依るところが大きし、。

4) ICI側は!従来専任交渉者をたててし、た慣例をゃぶり，生産部門管理者を含む運営委員会s"
百 ingCommitteeを編成， ICI主要組合側は， TGWU. GMWU. AEU， ETU. NFBTO cc全国

レベル専従投員が組合突渉委員会 Unions'Negotiating Sub-Committee を結成¥.-，両者が隔週

で聞かれる合同委員会を形成した。 NBPIR. No. 36， p. 63. 

5) 1α 主要組合のうちー艇組合は， 都市ー担労組 Generaland Municipal Wnrken' Union 

(GMWUl.迎輪一般野組 T:ransportand General Workers' Union (TGWU)，塩化学産業
一般労組 Unionof Salt， Chemical and Ind凶 trio.JGeneral Wor1tcrs， Pヲフトユニオン民

合同機械工持物工組合 Amalgama臼 dUnion of Engineering & Foundry Workers，合同汽か

ん工造船工鍛冶Lとぴム組合 AmalgamaはedSociety of Boilerrnakers， Shipwrights，副acks

mith and Structural Workers，型工および関連工組合 Associationof Patternmakers & Al 

lied Craft~ 田川電気・電子・電話通信工組合/配管工組合 Electrical Electronic & TelecQm-ノ
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展開さ せ.同年10月に協約締結，肋翌66年 6月に一般説明書発行とともに各試験

エ場での交渉に移行 Lたへ

ブラ Y トレベルでは，中央の合同委員会の指導によって設けられた職場連合

委員会 Local Joint Committee が実施の具体案を示L.職場レベノレのディス

カッション・クソレープが組織された7)。 これが単に労 働者層だけでなく監督者

をも含めたものとなったのは， MUPSが 1C1内のあらゆる人々 経営層は

もとより 中間管理者，監督者から一般工にいたる全階層ーーの態度と考え方の

変化を要請したからだった。なぜなら MUPSの主要項目の融通性原理6)Flex-

ふ/municati侃 sUnion / Plumbing Trades Union，全国建設工連盟 NationalFederation of Buil 
ding Trades Operati ves (これは次の 6組合を代表した組織 タイル克五き工組合 Amalgama.

ted Slate日， Tilers and Roofing Operatives Society，製材工組合 Amalgamated Society of 

Woodcutting Machinists，アスフアルト工組合 ArnalgamatedUnion of Asphalt Workers，建

設工組合 AmalgamatedU山田 ofBuilding Trade Workers，量装工内装工組合 Amalgamated

Society of Painters and Decorators，全国板金工銅器工暖房装置工組合 National Union of 
Sheet. Mctal Worker.s， Coppersmiths， Heating &. Domestic. Engineersからなる.)NBPL R. 
No. 105， p. 13; Gill， op. cit.， p. 90 

6) 1965年4月の究静要求提示以前から主要組合幹部は ICIが生産性協約の準備をすすめている

ことを知っていた。 1964年に ICIの専門家たちが， ICI とアメリカの主要化学会社との労働生

産性の比較分析をまとめ，問年結成の「賃金構造に関するヲザフォード委員会 1964Rulherford 

PaneI on Wage 5t四 ctureJが， これをふまえた労働生産性向上白構想とそのため¢労使関係近

代化プランを示L亡いた。これが1965年からの一連の生産性交渉として具体化した。なお， ICI 

の生産性の低芦田原因としては，封働生産性の民さの他に，投資計画をはじめとする経営単畑唱。

まずさも指摘されている。固有化など政府政策に対抗して国益重視の方針をとっていたことによ

る製品種類の多さは， アメリ労 DuPont社の約Q倍 2，000種にのぼり 採算を度外視した政

策だった。また，産業構造の変イじによる伝統的市場町衰退や市場時需給見通しの読みの甘さが投

資計画を決監させたことも痛で乙なった。繊維産業や石炭産業の衰退ば，染料需要や火薬需要を

低 Fさせたし， 5C年代から60年代の化学級結・プラスチックへの過大な投資は， 6C千代桂半に過

剰供給をもたbしたのである。 NBPI.R. No. 36， p. 62; Gill，υ'p. at.， p. 79←82 試験工場には

4工場が指定され，のちに追加工場へ拡大された。

7) たとえば，グロセ久ター工場では， シヨヅプ スチュワードおよび組合員を包括する基礎をとっ

くるために職場レベルの討議組織が』全てのオ{レーター，監督者，スチュヲ ドをメンバー

として形成された。そこでは， MUPS' WSAの必要性と労働者へのそのメリットが説明される

と同時に，長~jill性の具体的実施計画作成のために，骨働者たもの現場における職務知識を集める

のが目的とされた。 W.W. Daniel， Productivity 8argaining and Workplace Relationships 

SOme Lessow5 of Experience， B. Towers， T. G. Wittingam， Bargm削 lIgfor Change， 1972. 

p.209 

8) 融通性に関する原貝Ijは次のようなもりである。判適切な司崎東を受けた生産オペレタ produc 

t¥On operatorは， 準熟練職種 less~ki l1ed craftの基準作業の中で補助的な部分を形成する職

務を工具を用いて運行しうる。 (b)適切な状況下，熟練工 tradesmen はプヲントを退転するこ/
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ibility principlesの導入と新しい賃金決定体系実施には，あらゆるプロセ旦の

あらゆる作業を検討し，あらゆる職種の基盤作業 taskが真に必要かどうか確

認することをつみ重ねて最も適正な人員配置 mannlugを再決定する必要があ

ったからだった。それは，従来熟練工がその縄張りの内におさめていた基準作

業を協約の許す範囲で一般工や他の熟練職種の者へ委ねていくことと同時に，

職務拡大 jobenlargementや職務充実 jobenrichmentとして職務責任の拡大

をともなう監督職の廃止も計画していたからだった。化学工業では他に産業に

比べて技術革新の速度が速いため，生産現場で求められる労働力や作業の編成

も変化の度合が高い。従って変化に容易に対応Lうる作業集団編成を可能にす

ることが生産効率を高めることにつながる。また，労働者たちω労働意欲を高

める点では，彼らに以前より大きな満足と地位を伴なった職務を与える改革を，

教育水準の向上や社会構造の変化などが要請してし、た。ここでの討議を通1--，

労働者たちが自らのたずさわる作業 pos山 on にオ品、て要求きれている熟練の

程度と責任の水準を具体的に認識し，監督者層・経営管理者層の人々も作業内

容への理解を深めたととは，融通性項円の具体化をスムーズにはこんだへ

以トの土弓た融通性原理による変イ~に対応 Lz:新 Lい支払体系が導入きれた。

それが週給スタッフ職務評価肯IjWeekly Staff ]ob Assessment Scheme (以下

WS]AS)にもとづくグレード別年収制I週払賃金 eightgraded annual salaries 

payable weeklyであり，従来一般工のみを対象としていた職務評価を熟練工

を含めた全フソレーカラー労働者に拡大したのである 10)。融通性項Eがもたらす

、とを畠才される。(，)熟練工および一般工は， c 、かなる経歴を持つ監督者による監督でもうけ入
れなければならない。 ω開練工は，随時その者の適切度に応じて，自分の職活ではないが自分の
脚務 jobの補助制Jな部分をなす基準作業を行なうことヵ:できる。(，)適切とみなされる場合， 熟
練工のための援助作業は熟練工，半需練工および 般工によってなされることができる。 NBPI

R. No. 36， p. 63 

9) S. Cotogrove et al.，中日t.，chap. 3; W 帆 DanieI，op. cit.， p. 209.経営層に関係する乙
とではフォアマンの地位強仕み保全部門と運転部門の巨別の廃止などがあった。 NBPI.R. No 
105， p. 22 

10) MUPSの場合，熱椋工に対しとは肱然，能)J結制目安罫が残ったとする資料もある。 NBPI

R. No. 105， p. 7， p. 21-22 それによれば熟練工のグレード制は』職務評価を基準とせず， 各個

人の熟練と能力を判定して支払う方式である。
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職務の変化 主に職務範囲己責任の拡大一ーを考慮し， MUPS受け入れの

労働者たちの意欲が報いられるように全ての職務が再評価されて B段階の年収

レベノレが決定された'"。あらゆる職務が熟練の種類中程度にかかわらず単一の

サラリ一体系に組み込まれた結果，従来の複雑な格差賃率の合理化が可能とな

った。そして1 各職務問の差異が単一の職務評価に基くグレード制で示される

ことは，より高い支払の機会を求めて労働者たちが職務から職務への移動を受

け入れる条件を形成した。新支払制は，奨励給も改定し廃止の方向をめざし

た山。以上のように ICJ のフノレーカラー労働者の賃金構造は，さまざまな諸

要素を合計して算出される伝統的賃金構造 traditionalwage pocketでなく，

職務評価にもとづく単一賃金構造を構成することになった(第 1図〉。

以上のような MUPS受入れには，各プヲントの烹練工の伝統の根づく度合

に応じて紛争を伴なったのは当然であった。機械工を中心とする保全工たちは，

融通性拡大による一般工の熟練職種基準作業への進出を脅威と考え，単 叶ラ

ロー巾jもクラフトの独立性を失なわせるものと評価していた。とれに対し一般

工は，職務充実や責任拡大など MUPSの変化は，単純ノレーティン作業からの

ある程度の解放につながるとみな IJ-が宅それ以上に収入増加を最大の利点と

考えた'"'。従って MUPSは熟練工の特権と伝統が確立されていないプラント

でよ町すみやかに導入されたのだった。

特定工場を対象にした MUPSは，工場により差はあるが約15%の人員削

減と単位当の労働コストの低下，労働者の態度の変化などの成果をもたらし

た凶。この経験を生かし， MUPSの主要点を継承した第2期交渉は. 1968年

1l) 各サ弓リーレベルに最高級と最低級の枠が定められており，各ラングの最高サラり をとる労
働者炉標準産出畳を維持できないときは.10克までの減給がある。 MUPS安捗開拍時に示され
た額は，グレードlに年720ポッド， グレ ドRに1.100ポンドだった。 NBPI.R. No. 36， p. 64 

12) 主要なものだけでも200以上の改定があわ.8.000人以上に時響を与えた。 NBPI. R. No. 105， 
p.6. WSA実施桂は基本的に全廃されたといわれるが， 部に静~:ff:したとする資料もある。

T. Nichols and P. Armstrong， Worke口 D印 ided，1976， p. 36.平均収入は13%上昇。 NBPl.
R. No. 105， p. 21 

13) W. W. Daniel， op. cit.， p. 211-212 

14) 減少分は解雇でなく l 他プラントヘ転勤させられた。 NBPl 且 No.105， p. 22 ただし./
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ICIの賃金構造り変化

MUPS， WSA~ 
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Nichols & Beyno山中 cit.，p. 112. NBPI.且 No.105， P. Verma， The Cheηrical 
Industry， S. W. Lorner巴d.，Workshop Wage Determinations， 1969， p. 137に

より筆者が作成。

勤続給その他付加給

出所j

に全プラントの全賃金取得者 payroll，66000人を対象とする週給スタッフ協約

としてスタートし丈エ'"υ

WSAは労働力の融通性と賃金制度の点では MUPS の内容を受けつぎ拡大

したが，新しい労使関係形成を意図した条項も含んでいた。それは，チェック

オフ協定 check-o百 agreementを中心とする ICI 公式労使関係制度への労働

Weekly Staff Agreement (以下 WSA と略す〉

組合参加のプラン聞であった。組合を労使関係制度へ組み込むことは， ICIの

経営陣が生産性向上を継続的に確立された現象と Lて定着させるために最も重

要とみなしたものだった。

疾病手当，解雇子告知

¥，.MUPSは，熟練工と一般工の区別を全廃するのでなく，協約限度内での融通性を高めるも白
にとどまョていたことに注意したい。ゆえに， それは企て0剰余時間 availabletime を完主に

有効利用しうるもDではなかったゐ
15) WSAは， 1928年以来白昇進制スタッフ グνート制の持遇，週給制

間延長などを全岩働者へ拡大して実施する側面をもっていた。
16) Gill， opαt.， p. 95; T. Nichols and H. Beynon， Living削 'thCapitalism， 1977， p. 114 
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MUPS " WSAによって吋 1970年には全 ICIのプノレーカラー労働者は新し

い賃金構造体系と新しい組合政策のもとに包摂された。 ICI生産性交渉は，生

産性向上の実現とともに，新しい労使関係制度への道を拓いた。次章では，

MUPSと WSA実施後の諸制度をおきえつつ，そのもとで労働者および組合

がどのような状況に直面しているかをみていくことにしたい。そのさい職場ν

ベノレの賃金交渉にかかわる諸要素を焦点として，生産性交渉が典型的に実施さ

れた工場の事例を素材に考察をすすめていく。

III 生産性協約後の職場と労働者

生産性協約の融通性拡大がもたらした変化は生産性向上を中心にあ bわれた

が，チェックオフ制は，事実上クローズド γ ョッゾが成立していて導入する場

合と異なり， ICIの組合の状況を大きく変えるものであった。それは ICI労 使

関係にそンド以来の労使協調をより具体化して鉱大するきっかけを与えたのだ

った。

ここで中心的事例としてとりあげるのは， 1960年新設のコンビナート内に位

置するリパサイド工場町versidesite l7)である。ここは大都市近郊ではある

が伝統的て業地帯である 8illinghamや Runcornから離れており，同時に新

設工場であったために労働力の多くは化学工場で働いたことがなく，組合経験

のない人々がほとんどであった。

17) Nichols & Beynon， op. c叫と Nichols& Armstrong， op. citに共通にとりあげられている
事冊である。同書において仮名 ChmCoとして取り扱われている会社が ICIであることは， オ

ックスフォード大事の労使関係研究者 E.B氏の証言などから得た情報であるがj そ白他同書の
中で Chemc。が1974年に労働党。国有化の候補企業リスト江左りあげられたととも根拠の一つ
である。 Nichols& Beynon，噌 cit.，p. viii， p. 112 リパサイドも当能実在の ICI の工場の
一つり仮名と考えねばならなも、。リパサ fド工場は，建設総工費ベ30，000，000ポンド，拍120万 耐

の敵地の総合コンビナートで，主要生産物は化学肥料，硝酸!硫肱アンそニア，カーボン，セ
メント，薬品などだった。操業開始時，他工場から管理者，ソォア Y ン，少数の熟糠工がコれて
こられた以外は，全て近郊の化学工場で白労働経験回ない人や移民活働者が採用された。 Ibid.，
p.3-4 
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E在1表 リパサイドのシフトの一例
円 -，---一一一一一一一一寸
f¥| 第 1週|第 2 週|第 3週|第 4 週

担¥|月火水木金土目|月火水木金土日|月火水木金土日|月火水木金土日

A I DDAANNNトーDDAAA¥NN--DDDI山 N-

B I AANN---IDDAANNNI--DDAAAINN一一DDD

司王百二二DDDIAANN==--IDDAANNNI一一DDA--i

D I--DDAAAINN一一D一元|瓦NN一一一 IDDAAN~百五|
柱) D 午前シフト 6a.m.-Z p.m.， A 午後シフ 1.Z p.m.-lU p.m.， N 夜間 γ

フト 10p.m.--6 a.m.， ;lフ
BI所) Nichols & Armstrong，噌 cit.，p. 29. 

(1) 労働者の連帯

ICI Dバサイドω労働者たちはさまざまなかたちで分断され労働者聞の連帯

の形成を阻害されている。それはグレード制など経首個lの政策による面だけ E

むし化学工業一般の特徴である作業形式や工場立地にもよった。

リハサイドでも昼夜連続のシフト制がひかれし，全労働者は約200の小グノレー

プに分かれていた(第 1表〉。休日も必ずしも週末に来ないし，グリスマス休

暇も 4年に 1同与えられるだけのため通常の社会生活が困難となり，たとえ同

ーの職場で働し、ていてもシフト組が異なれば，各シフトで時間外労働や二重の

シフト作業 doublersが発生Lないかぎり組相互の交流はできなかった。

さらに職場が大規模工場の広大な敷地に lKm近くの距離を保って分立する

ζ とや，居住地域が広範聞に拡散していることも労働者聞の交流機会を減少さ

せていた。平均 30Km の通勤範囲をもっ労働者たちは，アイノレランド，西イ

Y ド諸島などからの移民と地方出身者を多〈含み，文化・倫理観の点で工場周

辺の人々とに速いもみられた。こうした条件が古い工場都市にみられるような

労働者コミュニティの形成を阻害したといえる。

以上の時院的，空間的および社会的な労働者の分断は，何より彼らの聞の情

報伝達を減少きせる。同一工場内の他のプラントにおける格付評価 assessment

に関する情報を知るのにさえかなりの時聞を安する。たとえば， Aリノミサイド
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プラントの格付のさい. 1人のJフトフォ 7-<ンがより上位の格付を得るのに

必要な要件を備えるすべての労ヰ動者に昇進をゆるし人員計画を大幅にくるわせ

たことがあった。この昇進を，同様の作業が存在し，しかし必要要件保持者の

うちの一部の者にしか昇進を許さなかった隣接する Bプラントの管理者がすぐ

に知り激怒した。にもかかわらず. B工場のショップ・スチュワードがこの件

について知ったのはなんとその 2年後であったという山。

リパサイドが組合運動の流れか b遠くはずれた地域に立地1..-，その労働者の

多くが組合経験をもたぬ者で占められていたことは，彼らを組合活動につなが

る集団性 collectivity形成から遠さけた。同時に彼らの中にある|よい賃金

good moneyを得ている」山という認識もその傾向に拍車をかけた。次に協約

後目労働政策に対応させつつ，こうした状況の中で交渉の主体である組合がど

のようにチェックオフ協定を受付入れたかをみることにしよう。

(2) WS^-ーチェックオフ協定と職場レヘノレの組合

生産性協約の直前1967年段階に， ロベサイドで組合員はご〈まれな存在とな

っていた。 6口年の操業開始後62年に TGWUの支部がつくられていたが，支部

書記とショップ・スチュワードが63年にフォア 7 ンに昇進して以来組合はほとん

ど活動していなかった'"。従って組合側は，チェックオフ協定を組合費の滞納

や集金者による基金横領などの問題発生のおそれをなくすばかりか，ショップ・

スチュワ ドたちが労せずして一般工を100%組織することを可能にするもの

とLて歓迎したのだった。職場スチュワード組織の発達した工場ではヲチェッ

クオフ制は組合員と組合の接触機会を減じ彼らの自発性を損なうにすぎないと

して伝統的集金制lを支持する意言が強かったという。リパサイドでのチェック

オフ協定をてこにした闘争なき組合支部設立を，組合政策に通じたあるフォア

マンは. I組合はチェックオフ導入で完全に崩壊した」と評した'"。結局，同協

18) Nュchols& Armstrong， op. ciι， p. 42 
19) Ibid.， p. 29-30. 

20) Nichols & Beynon， op. cit.， p. 113-114.この時期には，組合加盟申し込みをスチュワードに
再度依頼したのにきちんと姐理きれない事態がみられた。
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定以後， リパサイドの労働者が，はじめて組合と接触するのは毎週の給与明細

書の組合費天引きか会社の人事係を通してと L、う状態が生じた。

こうして職場レベノレの組合員と組合との結びつきの希薄な組合組織がリバサ

イドに成立したが，経営側は，それを自らの組織に包摂し新しい関係をつくる

ために積極的に行動した。経営側はショップ・スチュワード選定の主導権を握っ

たのである問。すなわち，工場管理者は，フォアマンたちにプラント内から経

営側に都合のよい人物をきがさせて選挙の際にスチュワードとして立候補させ

るよう指導した。その結果，たとえば肥料プラントの 6人のスチュワードのう

ち2人は WSA以前からの熱心な活動家で他工場での組合活動経験ももってい

たが，残り 4人は全てフォアマ Yの息のかかったものとなった。そのうちの 2

人は間もなくフォアマン代理 deputyforemenとなった。管理者たちはショッ

プ・λ チュワードの多くが彼bの指名による者であることを誇り，組合支部が正

式に工場内に設立されることを現代企業における新しいタイプの「参加」とみ

なした。それは決して労使対等の参加でな<，企業資本主義 corporatecapl 

talismの枠内での参加や組合存在となっていたにもかかわらず，多〈の組合活

動家はそれの見解や受けいれそれに従って行動していた。

新たに選出されたスチュワードたちは，毎週金曜日，勤務時間中に管理プロ

ックに集まり， WSA導入に伴なう諸問題について討議する便宜を与えられ

た加。スチュワードらは金曜会議 FridayMeetingを当然の権利と考えたが，

経営層はそれが WSAでなく組合についての合議機関となるのではなし、かと危

倶した。スチュワードらが会議への人事管理者の参加を拒否したことはその不

安をより強めた。しかし，経営層はプラントレベノレの WSAが軌道にのり工場

内の全ての職務が完全に格付されるまでがまんをした。そして全て WSAが順

調に機能しはじめたとたんに，経営層は「金曜会議は時間の不生産的消費だ」
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と主張して廃止してしまった。これ以後，スチュワードらは経営者たちとの会

議を除包勤務時間中 companytime に会合することを許されず，時間外で

も非公式で偶然的なもの以外に各プラントのスチュワードが会合することはな

くなってしまった。

リパサイドは組合の組織化がすすんだにもかかわらず，こうしたλ チュワー

ド間の接触のなきは，たとえは、工場内最大のプラントの一つが閉鎖されること

について他フラントのスチュワードは全く知らないでいるという事態を生じさ

せた。同様の断絶は組合の全面組織とロハサイドのプラントレベノレ組合支部と

の間にも見出された。

WSA以後， ICI の主要組合は参加を推進して労働者重役制や利潤・売上・

投資計画などの企業情報公開を主張していた。これらの提案は結局は拒否され

たが， こうした交渉プロセスは組合にとってプラ Y トレベノレの有効な宣伝項目

となるはずだった。ところが， リパサイドのほ土んどのスチュワードと組合員

は，参加交渉のプロセスどころか組合上部が ICIに対 L労働者重役の要求を

州していたことさえ知らなかったのである。彼らが知っているのは，組合上部

には賃上げをもたらす「パイプライン」があるらしいということだけだった加。

しかし，賃金交渉に関しでもリパサイドと中央の聞は疎遠で，全国組合中央役

員らの行なう交渉プロセスや妥決額さえ知らないスチュワードの存在はめずら

しくなかった。 WSAはチェッグオフ iliUが企業主導の組合組織化の端緒を与え

ると同時に，全社統一のグレード賃金制が職場レベルや地方レベノレの組織を団

交プロセスから除外した状態を一層徹底したのだった。

(3) 職場レベノレの交渉事項

1937年以来， ICIでは企業内交渉方式の中央交渉で賃金・労働条件が決めら

れてきた。 WSA後は紛争処理手続を含めた交渉ジステムの中央集権体制はさ

らに徹底し，各賃金要素および各グレードの上下限額も中央交渉で規定L，プ

ラY トレベノレ交渉によるのは労働条件手当1ixed回目imaumaddition for bnd 

24) lbid.， p. 118 
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working condi1:ionのみとなった幻〉。これは，コンディションマネー condition。
money とよばれ， I化学産業にとって異常な労働条件 conditionsunusual for 

the chemical-industry Jが職務評価によってカバーできないために定められて

い る 。 職務評価による格付が重筋労働を中心とする職務をあまり高〈評価しな

い ことは，労働者たちの不 満の 一つ だっ たが ，そ れを 実質的に補っているのが

この手当だった。しかし，これに対しても全国交渉が限度額を定めていたので，

地方レベルの経営層もそれ を越 える 権限 はも たず .限 度額改定は，中央交渉に

25) 労働側は ICI主要組合杭全ブルーカラ 卦働者 WeeklyStaff約52，100人を代表する交渉

者をたてる。佐吉側は，中央労働部 CentralP目 sonnelDepartment (以下 CPDと略す〉カ日交

渉にあたる。 ICIの人事政革 personnelmanag日 lent~;t，重役会と CPD を中心とする階層的
中央集権体制によって確立さオ札それが全会牡の状況を統制している。 CPDは賞金交接に闘して

は重役会に会社主捗での限界令規定さわているが，その他の人事事項，つまり組合との炎銑人

事計画，労使閲保 employee日 lations，年金，情報，娯楽などの全権限を掌握している。 CPDの

もとに人事激策委員会 PersonnclPolicy Committcc (以下， PPC)が設けもれ.CPDの定めた方

針D具体的実権プラン作成や調整を担当している。各事業部 Oivis町内では規範委員会 Code
Con山 itleeを中心に人事管理が行なわれる。約70り工場 site毎に，事業部スタッフDivisiona!

Staffと人事聯員 Personnel0田c町が数人定められ規範委員会を構成し，人事関悟の日常業請と

プラントレベルの職務評 Eの調整を行なう。交捗機構。他に紛争処理手読grievanceprocedures 

の占める位置も大きし、。賃金交渉が中央へ集中された結果j プラントレベルの団交機能は紛争処

理手続を通して尭揮されることになった。経営側もそり意義を劃見 L，1937年協約以来その整官

充実がすすんでいる。最近の週給スタッフ紛争処理手続 WeeklyStaff Dispute Procedure は

階居的に手続を定めている(第1:1<"0，紛争処理日数を開示し厳守することは，紛争解決のスピ

← l'ア vプにつながり j 紛争が固定化したり，より大きな紛争を生むのを未然に防ぐ効果をもっ

ている。紛争内容はj 賃金に関するものが多い。紛争処哩手続は労使協議会制とともに，瑞場レ
へノレの組合交酔の対象と機会をよりム位ヘ躍タナ作用をもっている。 Gill，op. cit.， p. 90-91 

第 1表紛争処理の段階

段 「て三二王二二王二] 期 限

団 職場 I ベ Ir紛争当事者とそ¢ 豆ツプヘ1 チニワ-)-' I 3日以内と解決しないと固が

H工場 L レ官哩者 I 2週間1;)内 ζひらかれる。

問 ローカル会議 Ir地区組合専従役員 I 4週間以内三解快しないと固

I L事業苦百人事担当者 |がひ与吋る。

3週間以内に解決しないと回回甲開会議 [組合捌部
ロ カル会議人事担当者

CPD代表

がひらかれる。

国 主脳会議 |当該事件に関係のない CPDメンパ

出国D Gill， op. cit.， p. 91より筆者が作成。
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よる官也なかった2UO • グレード格付規準を示す職務評価iliUに対Lて，労働側は限定されたかたちの

参加が許されたのみで，評価格付決定はあくまで経営権に属し，中央集権体制

が維持された27)。すなわち形式 tは，各プラ Y トの職務の格付決定を行なう事

業部評価委員団 DivisionalAssessment Panelへの組合参加が， WSAの主要

点たる新しい労使関係形成の志向を反映していた。 WSA は職務評価制と評価

委員団への組合参加を主要改正とするものではなかったが，ょの点は組合世uの

賃金標準化圧力に ιたえるかたらで焦点となっていた。

TGWU，GMWUなど ICI主要組合は， 1965年以前から労使共同委員会 joint

working partyに参加してそれまでの部分的導入の職務評価賃率について検討

を重ねていた。賃金構造の規定外支払項目をな〈し，格差賃率に関する紛争を

バネにした賃上げ要求を抑制することを H的左する WSJAS 者組合側が受け

入れたのは，第一にそれ土引舎かえに WS]AS の労使共同規制]を経営側に諒

承させたからであり，第二に WS]ASが従来の賃金収入の伝統的格差構造を維

持していったからであった配。第一の労使共同規制は，あくまで限定的なもの

にとどまった。つまり，労働側代表者としての組合役員やショッフ・スチュワー

26) Ni-chols & Armstrong， op. cit.， p. 43-45. 
27) 1965年にスタートした週給スタッフ職務評価制(以下 WSJAS)は，集団による評価方式と苦

働者の参加を認めた点で従来のものと区別される。 WSJASは事業部レへルと会社レベルの調整
委員会 divisionaland company coodinating committe自によって監視制御されるとともに運

営されるu ζの委員会は WSJASの格付政策全体をみわたLバランスぞとるために 3ヶ月に l

度召集され，最近3ヶ月聞の評価を検討し各工場開の政革の一貫性を保つ。その事業部レベルの

開整委員 divlsionalcooclinatorたちは，提出きれる職務評価要求の把理と評冊委員団回目隠

ment panelsの召集を担当している。実際の取務評価は，規準書 AssessrnentScheme Bookに

もとづく許仙親貝 assessmentruleにそって事業部νベルと吉社νベルの評価委員回が行なう。

すなわち規準害は MUPSゃ WSAなど協約に明示されていない評価要因の説明，評価の突施

法，格付移行日規準などを概説している。評価委員団がこれをふまえより具体的評価規則を定め，

それによって評価作業を行なうのである。事業部委員団は事業部レベルの上級管理職の中から選

ばれた人々で構成され，議長および見習い評一価委員を含む最低4人以上の常任委員団である。非
常勤委員が加わることもあるが，評価の公正を保つ犬め植のT巨規の所属工場の評価には参加しな

いとされる。通常は事業部委員閣が主となるが，問題のある評価を生社の 貫性を配車して行な
う必要があるときは CPDが会仕レベル委員団 CompanyAssessment Resource Panelを召集

する。 Gill，ot. cit.， p. 106-107. 

28) Ibid.，p. 112.格差については第2表を参同叩 ノ
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ドたちは，交渉者としてでなく，弁護の役割 advocacyをもって評価委員団へ

の参加がひらかれた。それによって労働側は新しい評価の進行度をモニターし，

必要に応じて決定された評価に対する異議を申したてることができるとされた

が，評価への決定権を組合代表がもつことはできなかった。それは経営権の強

さにも由来したが. ICI主要組合， とくに熟語涼工のクラフトユニオンの複数組

合主義の不統 がもたらした結果でもあった。すなわち，組合側がし、くつかの

組合から評価委員を選出して委員団へ送り，経営側委員と共同で評価決定した

場合でも，代表委員を出さなかった組合から不満が出たり，また適切な評価を

なしえない事態をおそ一れて組合側の足並みが乱れたからだった即。第2の伝統

的格差構造の維持は. WS]AS導入による年収グレード制における熟練工と一

般ヱの統ーをより安定的にするための経営側の政策であった。 ICIにおける熟

練工と一般工の間の収入格差は，生産性交渉以前の1960年代前半期に縮小事れ

つつあったが. WSA後70年代前半にもそれは維持きれていたの これは，労働

者と組合が WS]ASによる金銭面での損失はないと判断させる効果をもってい

たのである。

このように組合が同意し参加したかたちですすめられた WS]ASは，賃金制

度の合理化と同時に，賃金に関するクレームの処理に一貫性と客観的規準を示

L.結果的に組合を経営側のシ五テムの一部へ組み込む意義をもった。 ICI内

で統一的職務評価を全フル カラー労働者に適用した賃金支払を行なうことは，

¥、 第 2表一般工(グレード 4)と保全工(グレード7)の賃金収入格差(%)

、~I 71 4 7/5 

1969 26 1 6 

1972 24 1 6 

1974 22 1 5 

1975 22 1 7 

世〉算出方法各々の収入額で〈グレ ド7 グレ
ード 4または 5)ムグレード4また
;ま 5xl仁D

出所う Gill， op. cit.， p. 116. 

29) Ibid.， p. 11告 115
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労使双方に客観的支払決定規準を他産業他企業の水準と分断して示すことにな• ったと同時に，組合を弁護者のかたもで評価フロセスヘ参加させることは，賃

金についての苦情を先取りし， i紛争発生一一歩処理手続交渉」のル トを事実

上評価機能に包摂することを可能にした。 WSJASで組合は決定権を与えられ

なかっただけでなく，決定プロセスをモニターすることにより経営側決定の認

定者の立場に立たされることになった。

WSA交渉のさいリハサイドをはじめ多く白労働者たちは，まずさしあたり

の収入増加を子に入れようとし協約を受付入れた加。そののち 部で給付など

をめぐる問題が発生したが， もはや一度決定された格付は，よほどの状況の変

化や問題点についての証明資料が提出されなし、かぎり再び交渉項目となり再評

価されることはありえなかコた'"。とはいえ， 1:.. ¥，、ていの 般工は 3 実際には

作業慣行 workingpracticeのたし、した変化なしに収入増加したのが WSAで

あったため，グレード制のセニオリティが乱されぬかぎり不自由を感じていな

古〉っプこという m。

(4 ) 職場における生産規制力

一般にリバサイドに限らず，化学プラントでは労働者の生産に対する規制力

はあまり強いとはいえない。なぜなら，生産が労働より装置や化学反応に依存

する要素が多いと同時に，規則外行動が大きな危険を招く場合が多いからであ

る。特に爆発物を扱う職場やコントローノレ・ノレームでの労働にそれがいえる。

また化学労働の代替性は機械装置に従属したもののために高い。ブラッキング

などは，労働者たちの全く面識のない代替員によって容易に穴うめされてしま

う制。こうした一般的条件に加えて， ICIでは経営側の組合政策がストライキ

をはじめとする労働者の生産規制行動を困難にしていた。かつ-CWSA以前に

は工場長不在時をねらったストライキが勝利rるなど，集団的行動で経蛍に対

30) MUPSでは165詰， WSAでは7克の平均賃上げが提示された。 Ibid.，p. 95. 

31) Nichoh & Armst:rong， op. cit.， p. 39 

32) Ibid.， p. 43 
33) NichoIs & BeyMn， op. cit.， p. 109-110 
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抗しえたこともあったという凶。しかし WSA後はスチュワードと経首者聞の

" 
定期会合を始めとする協議間中参加が労働者の集団的行動の組織を防止してし

まった。その上スチュワ ドたちの中には事実上フォアマン代理として機能し

て一種の監督職のような位置にあるものも少なくなかった。

それでも単発的ではあるがさまざまな抵抗がリパサイドにも存在していた。

その一つの例が肥料プラ γ トの袋つめ職場で見出される問、そこでは WSAの

導入にかかわらず，以前か b労働者たちが確立していた作業規律を引き続き維

持していた。本来の作業規定によれば，その職場では 4人のうち 3人が常時就

労しなくてはならない。しかし彼らはそれを 2人にカットした。つまり 1人 1

人が長〈働き長く休むローテー γ ョンの代わりに 12人が倉庫にいると残り

2人はお茶をのんでいる」体制をつくるために， 45分毎にパッキング，運搬，

休憩をくりかえすローテーショ Y を組んでいたυ

また他の肥料プラ γ トでは，労働者たちは白分たちが最もやりやすく最小限

度の労働支出におさえられる作業方法を採用していた。その職場のある労働者

は次のように話した問。 1製品(肥料〉ができそこなったときは容器から令部

出して片付けねばならない。職務規定どおりにするなら，掃きよせて山にし大

34)Ibid'J p. 126-121 

35) 労使協議会制は， 1929竿に WorksCouncilsが賃金苦働条件以外の諸問題を強う陪層的制度

として設立されて以来の歴史をもつが，その後衰退し， 1970年 WSAに際して JointConsul'-

tatlOoとして再スタートした。 1970年制は，その苦働働代表としてショップ・スチュワードまた
は組合員に限定している点で以前の制度主区別される。+"は WorksCouncilsと同様の陪層構

造にとり，職場 works，工場 slte，事業部品V1SiOn，会社の各段階で労使E方の代表が会議する.
労働代董は年1回の選挙で100---2-50人に l人の割合で選ばれる。 7(年協約によるとl うき使が共通

白問題について協議し交流することを目的とするが，次のような制限があるのに注意したい。第

lに，団交での決定争f買を変化させる権限はない。第2に事業部および中央レベルの議題は，議

題決定委員会 AgendaForming Committeeによってチェッグされ経営側が適切とみなすものに
しぼられる。一般に協議会では，のちに交渉項目にされる事項の提示と説明がされ，紛争となる

可能性のある潜在的問題を先取りして解決に導くこともある。 ζの機能は正規の因究機構を補う
協議会の性格を示す。協議会は首位E方に吏渉者としての司嚇を与える機会を提供しているが，

それはあ〈まで経営路縄にそ〈した司l牒 2こな n た。なおととでは基本的に吏捗手続対象kならな

い項目を適切なテーマとみなすが，近年では投資問題・雇用問題もとりあげている。 Gil1.op. 
"九 p.97-98 

36) Nichols & Beynon， op. cit.， p. 135 
37) Ibid.. p. 136. 
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箱に入れておかねばならないo l'も，よほどの変わり者でないかぎりそんな御

丁寧なことはしなL、。ぜんぷ掃き出 Lてしまうのがふつうだ。」

以上のような行動は‘経営に対しても組合に対しても完全にかくれて行なわ

れ，既成の組合一経営関係の枠外にあった。こうした職場での抵抗活動は， リ

ハサイドでは組合の経営システム化による職場活動オルガナイザーたるスチュ

ワード機能の喪失により，あくまで単発的で相互の連関のない無計画的なもの

となっていた。職場における生産への規制力はもはや交渉の際の武器として組

合の指煽のもとに機能するのが困難な状況に追い込まれていたのである。

ICI生産性協約による職務評価グレード制は，融通性原理導入の条件となる

以上に積極的な役割を労使関係において果たした。ぞれは，チェッグオフ協定

士はじめとする労使協調政策に支えられ， リパサイドの職場νベノレの賃金交渉

の場と交渉項目を中央交渉へ集中した'"ばかりか，賃金交渉の主体および規制

力まで経営の枠内におきめることに成功した。中央交渉の枠は，職場レベル労

働者の手取り額 wagepocket の上限まで圃L-.それは 応従来の慣習的賃金

収ス格差を維持Lているとはいえ，労働者の手にコントローノレの余地をほとん

ど残きなかったの化学産業の技術的条件という一般的制約に加えて，生産性協

約に 応の完成を示す一貫した経営の労働政策eo'が，リバサイドの組合活動に

関して「すれていない労働者たち」をほぼその思惑どおりに支配したのだった。

リバサイドの経営層は依然として組合の戦闘性の突然の発現に対して脅威をい

38) 同様の方向性をもっ賃金政東は，イギリス鉄鋼業でも採用されている。しかし鉄鋼業では先任

権にもとづく丹進制を結とする封働者の精油規制力が強く存在しているために， ICIほど徹底し

た成果はみられない。イギりス鉄鋼業の賃金決定，労使関係については次の文献を参照Lた。菊

池光造，イギりス鉄自臨ま塊・長鋼圧延工場における苦使関係の実態， r経済論議」第129巻4・5

号。同，イギリス鉄鋼工場における「先住権」制度，同，第129者6号。同 イギリス鉄鋼業対

設工場における労使交捗の展開，同第130巻3・4号。石田光男，現代イギリス鉄鋼業の労使関保，

「労使問団研究 3J， 19810 同， イキリス鉄鋼i呆全部門の封使関侃 「同志社大学 評論・社会

事学」第23号。

39) 制度化されたものの仙L リパサイドり管理者たちは労働者支配のさまざまなヲクニックを身

につけてし、た。ショップ スチ斗ワ ドをフォアマン代理に任命したり，スチュワ ドと軍手理者

の定伊足量議後に飲食機会を提供したりという労務管理術は，安定的操業主確保するために必要だ

ったc 同程度の機械工業と比べ労働者1人当りの資本領が大きいためにその意義は大きかった。

Ibid.， p. 119. Gill. op. cit，. p. 54-55 
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だきつつも，組合に対し L責任をもたせた」削ことに満足していた。

IV お わ り に

一般に1960年代までのイギリス労働組合主義とその戦闘性は職場での交渉活

動を主な基礎としていた。すなわも，賃金構造のうち全国賃率以外の賃金収入

部分とその水準を職場レベノレで決定しうると L寸条件のもと， ショップ・スチ

ョワ ドの存在と機能が職場レベノレの労働者の力を組合の枠をもこえて実質的

に組織し，賃金収入をコントロ←ノレしうる力を労働者に確保していた。生産性

の点では問題とされるような職場の慣行や職種聞の縄張りを固守しつつも，異

なる職種間，組合聞を職場レベノレで横に結ぶ工場委員会中連合ショップλ チュ

ワード委員会が7 ノレデユエオエズムを来りこえた連帯形成を可能にし，プラッ

キ γ グやストライキといョた戦闘性を示した。しかしこのような展開は， ICI 

の場合には必ずLも典型的にみられなかったυ 創立時からの意図的労働政策が

さまざまなかたちで組合存立の基礎となる交渉の余地を狭めてきた。賃金企業

内決定方式をはじめとして職務評価制，見タヴフ・グレード昇進制などはすべ

て1920年代に出そろい， 1960年代後半の WSAによって労使協調のイデオロギ

ーのもとに徹底された。 ICI リバサイドは，新設工場・立地などからみて極端

な事例であるという限定はつくにしても叫，従来のイギリス労使関係と異なる

結果 労陣順lが経営側組織に組み込まれ戦闘性を奪われる一一ーを示していた。

それは何よりも賃金構造の簡素化がもたらしたものといえる。中央交渉方式と

職務評価制導入により， ICIの職場レヘノレの労働者たちは賃金交渉項目と交渉

機会をより上位へ吸い上げられてしまった。労使協議会制や紛争処理手続でも

経営裁量権の強さが定着していたことはそれを 層促進した。そしてチェック

オフ制が交渉主体である組合やア、チュワードたもの間の連帯形成をむしろ阻害

40) Nichols & Beynon，ο'p. cit.， p. 116 
41) NichoIs & Beynonによると多くの ICI のL場では多かれ少なかれリバサイドi場に類した

状況があるという。数少ない例外は，北部自中心工場で，そこには組合活動の拠点があるためで
ある。 lbid.，p. 118. 
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L 職場での生産規制力を戦闘時へつながるものへと組織するりを困難にして

いたことも， ICI職場賃金交渉力を考えるとき見落してはならない。チェッグ

オフ制は， TGWU など全国組合により勢力拡大の機会として受入れられたo

tしかし， リバサイドのような職場レベノレ活動不在の場では逆に経営側へ勢力ま

きかえしのきっかけを与え，組合の企業体制内化を導いたのである。量的な勢

力拡大がチェックオフ制で可能になったにもかかわらず，職場レベノレの組合活

動の質的空澗化も同時に拡大してしまった。ショッブ・スチュワードが実質的

に経営監督者層へ包摂されつつあるリバサイドでは，わずかに残された作業慣

r 行維持のエネルギーがいつり日かまた組織化されるのを待つしかない。それは，

かつ ζショップ・スチュワードに率L、られた職場運動が全国組合の方針を左右

在したように， ICIのショップ・スチュワードや組合の存在自体を乗りこえてい

〈遣となるであろう。しかし，職場レベル交渉の場と対象を奪われた労働者に

とって想像、を絶する困難な道となるにちがし、なL、。

0984. 9. 25) 


